
議案第１１４号

　　　市道路線の認定及び廃止について

　道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。

　　　　　　　　　　　　平成２７年 ６ 月１５日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

１　認定

整理 図面
路 線 名

起 点

番号 番号 終 点

２１ １
鋼 管 通 川崎区鋼管通４丁目 ３７番 １６先

第 ６ ８ 号 線 川崎区鋼管通４丁目 ３７番 １４先

２２ ２
上 小 田 中 中原区上小田中１丁目 ４２６番 １４先

第２１５号線 中原区上小田中１丁目 ４３４番 ２３先

２３ ３
末 長 高津区末長２丁目 ５９６番 ２３先

第１７５号線 高津区末長２丁目 ５９６番 ２０先

２４ ４
神 木 本 町 宮前区神木本町３丁目 １８５０番 ２先

第１８０号線 宮前区神木本町２丁目 １７６０番 ２先

２５ ５
南 平 台 宮前区南平台 ６３６番 ８先

第 ２ 号 線 宮前区南平台 ６３６番 １３先

２６ ６
細 山 麻生区細山８丁目 ５６３番 １先

第２９１号線 麻生区細山８丁目 ５６３番 １０先

２７ ７
高 石 麻生区高石６丁目 ４２８番 ３先

第３１４号線 麻生区高石６丁目 ４２８番 ６先

２８ ８
上 麻 生 麻生区上麻生５丁目 １２００番 ２先

第４１６号線 麻生区上麻生５丁目 １２０７番 ２先

２９ ９
早 野 麻生区早野 ３１番 １先

第１１０号線 麻生区早野 ３１番 １３先



整理 図面
路 線 名

起 点

番号 番号 終 点

３０ １０
下 麻 生 麻生区下麻生３丁目 １４５番 ２先

第１７１号線 麻生区下麻生３丁目 １５１番 １先

３１ １１
王 禅 寺 西 麻生区王禅寺西７丁目 ２０１１番 ６先

第 １ 号 線 麻生区王禅寺西７丁目 １９７１番 １１先

２　廃止

整理 図面
路 線 名

起 点

番号 番号 終 点

３２ １２
鹿 島 田 幸　区鹿島田１丁目 １２０４番 先

第 ２ ０ 号 線 幸　区鹿島田１丁目 １２０１番 先

３３ １２
鹿 島 田 幸　区鹿島田１丁目 １２０５番 先

第 ２ １ 号 線 幸　区鹿島田１丁目 １２０２番 先

３４ １３
坂 戸 高津区坂戸２丁目 ４３４番 先

第 １ ９ 号 線 高津区坂戸２丁目 ４３３番 先

３５ １４
神 木 本 町 宮前区神木本町３丁目 １８５０番 ２先

第 ３ ８ 号 線 宮前区神木本町２丁目 １７５８番 １先

３６ １５
神 木 本 町 宮前区神木本町３丁目 １８５６番 ２先

第 ３ ９ 号 線 宮前区神木本町３丁目 １８５６番 ６先

３７ １６
菅 多摩区菅６丁目 １５２２番 ３先

第１０２号線 多摩区菅６丁目 １５３２番 ２先

３８ １７
上 麻 生 麻生区上麻生５丁目 １２００番 ２先

第１１７号線 麻生区上麻生５丁目 １２０９番 １先



　　　認　定　理　由

図面番号①

　本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。

見取図（川崎区鋼管通４丁目地内） 整理番号２１
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　　　認　定　理　由

図面番号②

　本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。

見取図（中原区上小田中１丁目地内） 整理番号２２
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　　　認　定　理　由

図面番号③

　本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。

見取図（高津区末長２丁目地内） 整理番号２３
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　　　認　定　理　由

図面番号④

　本箇所は、路線の一部は不要であるため廃止するが、残置路線は一般交通に

必要なので、再度、これを市道として認定したい。

見取図（宮前区神木本町２丁目、３丁目地内） 整理番号２４
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　　　認　定　理　由

図面番号⑤

　本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。

見取図（宮前区南平台地内） 整理番号２５
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　　　認　定　理　由

図面番号⑥

　本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。

見取図（麻生区細山８丁目地内） 整理番号２６
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　　　認　定　理　由

図面番号⑦

　本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。

見取図（麻生区高石６丁目地内） 整理番号２７
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　　　認　定　理　由

図面番号⑧

　本箇所は、路線の一部は不要であるため廃止するが、残置路線は一般交通に

必要なので、再度、これを市道として認定したい。

見取図（麻生区上麻生５丁目地内） 整理番号２８
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　　　認　定　理　由

図面番号⑨

　本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。

見取図（麻生区早野地内） 整理番号２９
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　　　認　定　理　由

図面番号⑩

　本箇所は、上下水道局により築造された道路で、一般交通に必要なので、こ

れを市道として認定したい。

見取図（麻生区下麻生３丁目地内） 整理番号３０
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　　　認　定　理　由

図面番号⑪

　本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。

見取図（麻生区王禅寺西７丁目地内） 整理番号３１
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　　　廃　止　理　由

図面番号⑫

　本箇所は、鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業に伴い、従前の道路が

拡幅整備されたこと等から、路線整理を行うため、これを廃止したい。

見取図（幸区鹿島田１丁目地内） 整理番号３２、３３
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　　　廃　止　理　由

図面番号⑬

　本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。

見取図（高津区坂戸２丁目地内） 整理番号３４

坂
戸
新
田
公
園

坂戸小学校

坂戸公園

市営坂戸住宅

第
三
京
浜
道
路



　　　廃　止　理　由

図面番号⑭

　本箇所は、路線の一部が一般交通に必要がないので、これを廃止したい。

見取図（宮前区神木本町２丁目、３丁目地内） 整理番号３５
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　　　廃　止　理　由

図面番号⑮

　本箇所は、隣接する道路と一体で整備されたことにより、路線整理を行うた

め、これを廃止したい。

見取図（宮前区神木本町３丁目地内） 整理番号３６
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　　　廃　止　理　由

図面番号⑯

　本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。

見取図（多摩区菅６丁目地内） 整理番号３７
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　　　廃　止　理　由

図面番号⑰

　本箇所は、路線の一部が一般交通に必要がないので、これを廃止したい。

見取図（麻生区上麻生５丁目地内） 整理番号３８
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